
 

                   令 和 元 年 ７ 月 ２ ４ 日 

東 北 地 方 整 備 局 

 

 

建築設計業務で担い手育成・確保の取組を試行します。 
～営繕関係業務で初の取組～ 

 

 

※公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第三十五号） 

 

○試行の主な内容 
 

① 若手技術者（満 40歳以下）の配置促進 
 実績のない若手技術者と併せて「補助技術者」を配置した場合、「補助技術者」が持つ 

実績」で加点評価します。 
 

② 地域における実績の評価項目（地域精通度）を新規追加 
配置技術者（若手技術者を配置し、併せて補助技術者を配置した場合は補助技術者）が

当該業務と同一地域内で担当した実績で加点評価します。 

 

○試行対象業務 
 
 建築関係建設コンサルタント業務（設計業務、工事監理）を一般競争入札総合評価落札

方式（簡易型）で発注する業務 
 
 

【第１弾（８月上旬入札公告予定）】 
湯野上・田島合同森林管理事務所実施設計業務 

 
（所 在 地：福島県南会津郡下郷町） 

（構造規模：木造平屋建て 延べ面積約 100 ㎡ 新築） 
 

 

〈 発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会 〉 

問い合わせ先 

国土交通省 東北地方整備局  
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記者発表資料 

本年６月に公布・施行された改正品確法※において「調査及び設計」が同

法の対象として位置づけられ、設計技術者等の中長期的な担い手の育成及

び確保に配慮した取組の必要性が明確になりました。これを受け、建築関

係設計団体との懇談会等において地域の技術者の高齢化・担い手不足につ

いて問題提起があったことを踏まえ、設計業務の発注において若手技術者、

地域の技術者の育成を促進するための試行を行います。 



（別紙）

【概要】

若手技術者の配置促進・地域精通度の評価の取組　（試行）

①若手技術者の配置促進（各分野の主任担当技術者に配置する場合の要件、評価を緩和）

同種・類似業務の実績が
ある技術者を主任担当技
術者に配置する場合

資格 評価対象外

同種類似業務
の実績

必要
（評価対象）

業務完了時
担当技術者としての実績
を付与

　　　　　　　同種・類似業務の実績がない若手技術者を
　　　　　　　主任担当技術者に配置する場合
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※若手技術者とは参加表明書提出時点で満40歳以下
※補助技術者の手持ち業務量の制限はなし

評価対象

必要

（評価対象）

主任担当技術者としての

実績を付与

主任担当技術者としての

実績を付与

不要

評価対象

②地域精通度の評価項目を新設（当該地域における実績を評価）

評価項目 評価ウェート 評価項目 評価ウェート

資格 9% 資格 9%

同種・類似業務の実績 18% 同種・類似業務の実績 18%

国土交通省等発注業務の成績 9%

地域精通度の新設 9%

ＣＰＤ取得単位 18% ＣＰＤ取得単位 18%

業務の理解度及び取組意欲 15% 業務の理解度及び取組意欲 15%

業務の実施方針 22% 業務の実施方針 22%

合計 100% 合計 100%

※地域精通度の評価ウェートは業務によって変わる可能性があります。

※地域精通度は補助技術者を配置する場合は補助技術者の実績

で評価します。

国土交通省等発注業務の成績 18%
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